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六
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第
一
章　

総
則

（
目
的
）

第
一
条　

こ
の
法
律
は
、
国
土
並
び
に
国
民
の
生
命
、
身

体
及
び
財
産
を
災
害
か
ら
保
護
す
る
た
め
、
防
災
に
関

し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
そ

の
他
の
公
共
機
関
を
通
じ
て
必
要
な
体
制
を
確
立
し
、

責
任
の
所
在
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
防
災
計
画
の

作
成
、
災
害
予
防
、
災
害
応
急
対
策
、
災
害
復
旧
及
び

防
災
に
関
す
る
財
政
金
融
措
置
そ
の
他
必
要
な
災
害
対

策
の
基
本
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
総
合
的
か
つ
計
画

的
な
防
災
行
政
の
整
備
及
び
推
進
を
図
り
、
も
つ
て
社

会
の
秩
序
の
維
持
と
公
共
の
福
祉
の
確
保
に
資
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

（
基
本
理
念
）

第
二
条
の
二　

災
害
対
策
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本

理
念
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

　

一�　

我
が
国
の
自
然
的
特
性
に
鑑
み
、
人
口
、
産
業
そ

の
他
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
を
踏
ま
え
、
災
害
の

発
生
を
常
に
想
定
す
る
と
と
も
に
、
災
害
が
発
生
し

た
場
合
に
お
け
る
被
害
の
最
小
化
及
び
そ
の
迅
速
な

回
復
を
図
る
こ
と
。

　

二�　

国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
そ
の
他
の
公
共
機
関
の

適
切
な
役
割
分
担
及
び
相
互
の
連
携
協
力
を
確
保
す

る
と
と
も
に
、
こ
れ
と
併
せ
て
、
住
民
一
人
一
人
が

自
ら
行
う
防
災
活
動
及
び
自
主
防
災
組
織
（
住
民
の

隣
保
協
同
の
精
神
に
基
づ
く
自
発
的
な
防
災
組
織
を

い
う
。
以
下
同
じ
。）そ
の
他
の
地
域
に
お
け
る
多
様

な
主
体
が
自
発
的
に
行
う
防
災
活
動
を
促
進
す
る
こ

と
。

　

三�　

災
害
に
備
え
る
た
め
の
措
置
を
適
切
に
組
み
合
わ

せ
て
一
体
的
に
講
ず
る
こ
と
並
び
に
科
学
的
知
見
及

び
過
去
の
災
害
か
ら
得
ら
れ
た
教
訓
を
踏
ま
え
て
絶

え
ず
改
善
を
図
る
こ
と
。

　

四�　

災
害
の
発
生
直
後
そ
の
他
必
要
な
情
報
を
収
集
す

る
こ
と
が
困
難
な
と
き
で
あ
つ
て
も
、
で
き
る
限
り

的
確
に
災
害
の
状
況
を
把
握
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
人

材
、
物
資
そ
の
他
の
必
要
な
資
源
を
適
切
に
配
分
す

る
こ
と
に
よ
り
、
人
の
生
命
及
び
身
体
を
最
も
優
先

し
て
保
護
す
る
こ
と
。

　

五�　

被
災
者
に
よ
る
主
体
的
な
取
組
を
阻
害
す
る
こ
と

の
な
い
よ
う
配
慮
し
つ
つ
、
被
災
者
の
年
齢
、
性

別
、
障
害
の
有
無
そ
の
他
の
被
災
者
の
事
情
を
踏
ま

え
、
そ
の
時
期
に
応
じ
て
適
切
に
被
災
者
を
援
護
す

る
こ
と
。

　

六�　

災
害
が
発
生
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
施
設
の

復
旧
及
び
被
災
者
の
援
護
を
図
り
、
災
害
か
ら
の
復

興
を
図
る
こ
と
。

（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
連
携
）

第
五
条
の
三　

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
に
よ
る
防
災
活
動
が
災
害
時
に
お
い
て
果
た
す
役
割

の
重
要
性
に
鑑
み
、
そ
の
自
主
性
を
尊
重
し
つ
つ
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
施
策
に
お
け
る
防
災
上
の
配
慮
等
）

第
八
条　

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
施
策
が
、
直

接
的
な
も
の
で
あ
る
と
間
接
的
な
も
の
で
あ
る
と
を
問

わ
ず
、
一
体
と
し
て
国
土
並
び
に
国
民
の
生
命
、
身
体

及
び
財
産
の
災
害
を
な
く
す
る
こ
と
に
寄
与
す
る
こ
と

と
な
る
よ
う
に
意
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２�　

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
災
害
の
発
生
を
予
防

し
、
又
は
災
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
、
特
に
次
に

掲
げ
る
事
項
の
実
施
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一�　

災
害
及
び
災
害
の
防
止
に
関
す
る
科
学
的
研
究
と

そ
の
成
果
の
実
現
に
関
す
る
事
項

　

二�　

治
山
、
治
水
そ
の
他
の
国
土
の
保
全
に
関
す
る
事

項

　

三�　

建
物
の
不
燃
堅
牢ろ

う

化
そ
の
他
都
市
の
防
災
構
造
の

改
善
に
関
す
る
事
項

　

四�　

交
通
、
情
報
通
信
等
の
都
市
機
能
の
集
積
に
対
応

す
る
防
災
対
策
に
関
す
る
事
項

　

五�　

防
災
上
必
要
な
気
象
、
地
象
及
び
水
象
の
観
測
、

予
報
、
情
報
そ
の
他
の
業
務
に
関
す
る
施
設
及
び
組

織
並
び
に
防
災
上
必
要
な
通
信
に
関
す
る
施
設
及
び

組
織
の
整
備
に
関
す
る
事
項

　

六�　

災
害
の
予
報
及
び
警
報
の
改
善
に
関
す
る
事
項

　

七�　

地
震
予
知
情
報
（
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法

（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
二
条
第
三

号
の
地
震
予
知
情
報
を
い
う
。）を
周
知
さ
せ
る
た
め

の
方
法
の
改
善
に
関
す
る
事
項

　

八�　

気
象
観
測
網
の
充
実
に
つ
い
て
の
国
際
的
協
力
に

関
す
る
事
項

　

九�　

台
風
に
対
す
る
人
為
的
調
節
そ
の
他
防
災
上
必
要

な
研
究
、
観
測
及
び
情
報
交
換
に
つ
い
て
の
国
際
的

協
力
に
関
す
る
事
項

　

十�　

火
山
現
象
等
に
よ
る
長
期
的
災
害
に
対
す
る
対
策

に
関
す
る
事
項

　

十�

一　

水
防
、
消
防
、
救
助
そ
の
他
災
害
応
急
措
置
に

関
す
る
施
設
及
び
組
織
の
整
備
に
関
す
る
事
項

　

十�

二　

地
方
公
共
団
体
の
相
互
応
援
、
第
六
十
一
条
の

四
第
三
項
に
規
定
す
る
広
域
避
難
及
び
第
八
十
六
条

の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
広
域
一
時
滞
在
に
関
す
る

協
定
並
び
に
民
間
の
団
体
の
協
力
の
確
保
に
関
す
る

昭
三
六
・
一
一
・
一
五

法

律

二

二

三
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協
定
の
締
結
に
関
す
る
事
項

　

十�

三　

自
主
防
災
組
織
の
育
成
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ

る
防
災
活
動
の
環
境
の
整
備
、
過
去
の
災
害
か
ら
得

ら
れ
た
教
訓
を
伝
承
す
る
活
動
の
支
援
そ
の
他
国
民

の
自
発
的
な
防
災
活
動
の
促
進
に
関
す
る
事
項

　

十�

四　

被
災
者
の
心
身
の
健
康
の
確
保
、
居
住
の
場
所

の
確
保
そ
の
他
被
災
者
の
保
護
に
関
す
る
事
項

　

十�

五　

高
齢
者
、
障
害
者
、
乳
幼
児
そ
の
他
の
特
に
配

慮
を
要
す
る
者
（
以
下
「
要
配
慮
者
」
と
い
う
。）に

対
す
る
防
災
上
必
要
な
措
置
に
関
す
る
事
項

　

十�

六　

海
外
か
ら
の
防
災
に
関
す
る
支
援
の
受
入
れ
に

関
す
る
事
項

　

十�

七　

被
災
者
に
対
す
る
的
確
な
情
報
提
供
及
び
被
災

者
か
ら
の
相
談
に
関
す
る
事
項

　

十�

八　

防
災
上
必
要
な
教
育
及
び
訓
練
に
関
す
る
事
項

　

十�

九　

防
災
思
想
の
普
及
に
関
す
る
事
項

　
　
　

第
四
章　

災
害
予
防

　
　
　
　

第
二
節　

�

指
定
緊
急
避
難
場
所
及
び
指
定
避
難

所
の
指
定
等

（
指
定
避
難
所
の
指
定
）

第
四
九
条
の
七　

市
町
村
長
は
、
想
定
さ
れ
る
災
害
の
状

況
、
人
口
の
状
況
そ
の
他
の
状
況
を
勘
案
し
、
災
害
が

発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
適
切
な
避
難
所
（
避
難
の
た

め
の
立
退
き
を
行
つ
た
居
住
者
、
滞
在
者
そ
の
他
の
者

（
以
下
「
居
住
者
等
」
と
い
う
。）を
避
難
の
た
め
に
必

要
な
間
滞
在
さ
せ
、
又
は
自
ら
居
住
の
場
所
を
確
保
す

る
こ
と
が
困
難
な
被
災
し
た
住
民
（
以
下
「
被
災
住

民
」
と
い
う
。）そ
の
他
の
被
災
者
を
一
時
的
に
滞
在
さ

せ
る
た
め
の
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
確
保
を
図

る
た
め
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
公
共
施
設

そ
の
他
の
施
設
を
指
定
避
難
所
と
し
て
指
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２�　

第
四
十
九
条
の
四
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
前
二

条
の
規
定
は
、
指
定
避
難
所
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
九
条
の
四
第
二
項
中
「
前

項
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
と
あ

る
の
は
「
第
四
十
九
条
の
七
第
一
項
」
と
、
前
条
中

「
第
四
十
九
条
の
四
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第

一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３�　

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四

十
九
条
の
四
第
三
項
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
内
閣
総
理
大
臣
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　

第
三
節　

�

避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
の
作
成
等

（
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
の
作
成
）

第
四
九
条
の
一
〇　

市
町
村
長
は
、
当
該
市
町
村
に
居
住

す
る
要
配
慮
者
の
う
ち
、
災
害
が
発
生
し
、
又
は
災
害

が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
自
ら
避
難
す
る
こ

と
が
困
難
な
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
避

難
の
確
保
を
図
る
た
め
特
に
支
援
を
要
す
る
も
の
（
以

下
「
避
難
行
動
要
支
援
者
」
と
い
う
。）の
把
握
に
努
め

る
と
と
も
に
、
地
域
防
災
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
避
難
行
動
要
支
援
者
に
つ
い
て
避
難
の
支
援
、
安

否
の
確
認
そ
の
他
の
避
難
行
動
要
支
援
者
の
生
命
又
は

身
体
を
災
害
か
ら
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
（
以

下
「
避
難
支
援
等
」
と
い
う
。）を
実
施
す
る
た
め
の
基

礎
と
す
る
名
簿
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お

い
て
「
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
」
と
い
う
。）を
作
成

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２�　

避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
に
は
、
避
難
行
動
要
支
援

者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録

す
る
も
の
と
す
る
。

　

一�　

氏
名

　

二�　

生
年
月
日

　

三�　

性
別

　

四�　

住
所
又
は
居
所

　

五�　

電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先

　

六�　

避
難
支
援
等
を
必
要
と
す
る
事
由

　

七�　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
避
難
支
援
等
の

実
施
に
関
し
市
町
村
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項

３�　

市
町
村
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
避
難
行
動
要

支
援
者
名
簿
の
作
成
に
必
要
な
限
度
で
、
そ
の
保
有
す

る
要
配
慮
者
の
氏
名
そ
の
他
の
要
配
慮
者
に
関
す
る
情

報
を
、
そ
の
保
有
に
当
た
つ
て
特
定
さ
れ
た
利
用
の
目

的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
内
部
で
利
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

４�　

市
町
村
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
避
難
行
動
要

支
援
者
名
簿
の
作
成
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
関
係
都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
者
に
対
し
て
、

要
配
慮
者
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
。
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